
NPO法人アレルギーを考える母の会

食物アレルギー患者のWell-
beingに今、必要な視点

平成23年6月30日 宮城県気仙沼市



周囲の理解が得られず、孤立してアレルギー
に苦しんでいる患者さんを守り、健康を回復

してもらうために

〇相談活動：一人を大切に、共感と励ましを送り適切な医療
や学校・園・行政によるサポートへ橋渡しします

〇講演会・学習懇談会活動：羅針盤となる「治療ガイドライン」
をともに学び、自ら治療に取り組むアドヒアランスを育て、自己
管理を可能にします

〇調査・研究、提言活動：建設的で具体的な提案と協力を惜
しまず、アレルギー患者を支える仕組みづくりを働きかけます

「母の会」はアドボカシー団体です
平成11年8月設立 平成20年4月NPO法人化



相
談

安
心

適切な医療へ
橋渡し

学校の適切な
対応へ橋渡し

①来し方の頑張りを労う
②適切な医療を理解する
・情報の提供、講演会への参

加など
・かかりつけ医と専門医の役割

を知る

③適切な医療機関を受診
・紹介状をもらう
・積極的に報告、質問
・アドヒアランス良く服薬などを
続ける

①学校に出向いて養護教諭、
担任同席で保護者に対応

②学校に専門医による研修や
相談の機会を提供

③学校・保護者と面談し対応を
一緒に考える

④学校だけでは対応できない場
合は教育委員会に提案型で
働きかけ

疾患を正しく理解して対応することが基本

課題が整理さ
れ、学校の負
担が減る

症状をコントロー
ル、不安や疑問
が減り心身ともに

安定

傾 聴



寄せられる相談は深刻

あふれる情報の中で、

患者は孤立している



「母の会」には、こんなところから相談が寄せられます

アレルギーを考える母の会

学校・幼稚園

保育所、学童

教育委員会

児童相談所

保健センター

救急隊（救命士）

子育て支援センター

学校栄養士

給食調理員

社会福祉協議会

児童養護施設

病院相談室

厚生労働省

患者・家族

アレルギーサークル

相 談

「患者の実情、課題を知りたい」【製薬企業】

【報道機関】
NHK

読売、毎日
朝日、東京

日経、共同通信
など

【食品メーカー】

【出版社】

【医 学 会】
日本アレルギー学会

日本小児アレルギー学会
小児臨床アレルギー学会
食物アレルギー研究会

など
【大 学】

【厚生労働省】

【文部科学省】

【消費者庁】

【内閣府（防災）】

【農林水産省】



ぜん息
アトピー性

皮膚炎
食物アレルギー

ステロイド忌避

アトピービジネス

ぜん息死

施設入院

厳しい食物除去

成長障害

治療ガイドライン
Evidence Based Medicine

コントロール
治 癒

コントロール
治 癒

必要最小限の除去
治 癒

（都立小児総合医療センター 赤澤晃先生の図を一部改変）

アレルギー医療は こう変わった！



（⾷物アレルギーの診療の⼿引き2020）

わが国におけるIgE依存性の⾷物アレルギー有症率は諸家の報
告より、乳児が7.6%-10% 1)2)、 2歳児が6.7%2)、 3歳児が約
5% 1)2)、保育所児が4.0％ 3)、学童以降が1.3-4.5％ 4)5)とされ
ている。全年齢を通して、わが国では推定1-2%程度であると
考えられる。欧⽶では、フランスで3-5％ 6)、アメリカで3.5-
4％ 7)、3歳の6% 8)に既往があるとする報告がある。



食物アレルギー

（⾷物アレルギーの診療の⼿引き2020）



食物アレルギーの原因食物

即時型⾷物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査報告（消費者庁 令和4年３月）
研究代表者 海老澤 元宏 国立病院機構相模原病院 臨床研究センター
研究協力者 杉崎千鶴子  佐藤さくら 国立病院機構相模原病院 臨床研究センター 今井孝成 昭和大学医学部小児科学講座



どのような症状が起こるのか？

全身の症状
・意識がない

・意識もうろう

・ぐったり

・尿や便を漏らす

・脈が触れにくい

・唇や爪の色が青白い

呼吸の症状

・声がかすれる

・犬が吠えるような咳

・のどや胸が締め付けられる

・咳

・息がしにくい

・ゼーゼー、ヒューヒュー

消化器の症状

・腹痛

・吐き気、嘔吐

・下痢

皮膚の症状

・かゆみ

・じんま疹

・赤くなる

顔面・目・口・鼻の症状

・顔面の腫れ

・目のかゆみや充血、まぶたの腫れ

・くしゃみ、鼻水、鼻づまり

・口の中の違和感、唇の腫れ

（東京都立小児総合医療センターアレルギー科）

命
に
か
か
わ
る
症
状

http://2.bp.blogspot.com/-5myw_ks3Mcc/U8XlPROPAOI/AAAAAAAAi7I/AO26eli7RrA/s800/kayui.png
http://1.bp.blogspot.com/-JSeU_CYFWBU/UrEhirwecZI/AAAAAAAAb50/2ywfsXKPVYQ/s800/haraita_man.png
http://4.bp.blogspot.com/-59wl_FUx8rg/UOJXtSHnlYI/AAAAAAAAKIY/K6eN4tX2Sw8/s1600/virus_outo.png
http://1.bp.blogspot.com/-AvK6yCAhzhI/UOJXuYc9OtI/AAAAAAAAKIk/OUFl8MOwGNY/s1600/virus_seki.png
http://2.bp.blogspot.com/-b01m92UOEf4/U32NuTAZ8ZI/AAAAAAAAg08/mDVvLC4Go7I/s800/sick_kizetsu.png
http://3.bp.blogspot.com/-J1i8ui6y41E/Uf8zf-O938I/AAAAAAAAWq4/8JIbrcsg0DY/s800/body_naizou_bad.png


第３条 アレルギー疾患対策は、次に掲げる事項を基本理念として行
われなければならない。

１ （施策の総合的な実施により生活環境の改善）

２ アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず
等しく科学的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る医療
（以下「アレルギー疾患医療」という。）を受けることができ
るようにすること。

３ 国民が、アレルギー疾患に関し、適切な情報を入手することが
できるとともに、アレルギー疾患にかかった場合には、その状
態及び置かれている環境に応じ、生活の質の維持向上のための
支援を受けることができるよう体制の整備がなされること。

４ （専門的、学際的又は総合的な研究の推進と成果の普及・活用）

アレルギー疾患対策基本法の狙い
（平成26年6月成立、同27年12月施行）



アレルギー疾患対策基本法に基づく取り組み

都道府県アレルギー疾患医療拠点病院

・（独）国立病院機構相模原病院
・国立研究開発法人国立成育医療研究センター

【連絡協議会】

都 道
府

県

（「アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針」（平成29年3月、令和4年3月改正）、
「アレルギー疾患医療提供体制の在り方について」（平成29年7月）等をもとに作成）

学 校

保育所など
保育関連施設

学 童

児童相談所

児童福祉施設
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情報提供・相談

関係学会等の認定制度

大気汚染の防止
受動喫煙の防止
適正な森林整備
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域
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【都道府県アレルギー疾患医療連絡協議会】
都道府県、拠点病院、医療機関、医療従事者、医師会、

市町村、教育関係者、患者、住民などで構成

都道府県アレルギー疾患対策推進計画保健指導（健診など）
発症予防・重症化予防

幼稚園

連携連携

災害対策

（「母の会」作成）

歯科医師



食物アレルギーをめぐる主な施策の進展
2000年：  厚生労働究科学研班（第1期）立ち上げ
2001、2年：⾷物アレルギー全国モニタリング調査
2001年： ⾷物負荷試験ネットワーク研究開始
2001年： アレルギー物質を含む⾷品表示開始
2003年： 厚生労働科学研究班（第2期）立ち上げ
2003年： 「エピペン」®のハチ毒への承認
2003年： ⾷物アレルギーによる死亡例調査
2005年： 「エピペン」®の⾷物アレルギーへの適応拡大(投与は本人、家族に限る)
2005年： 「⾷物アレルギーガイドライン2005」刊行
2006年： 厚生労働科学研究班（第3期）立ち上げ
2006年： ⾷物アレルギー関連（⾷物負荷試験・栄養指導）の保険適用
2007年： 文部科学省の対応の現状報告（⾷物アレルギーの有病率2.6％）
2008年： 「学校ガイドライン」発行、生活管理指導表の使用（文部科学省）

教職員による「エピペン」®投与が可能に
2008年： 外来での⾷物経口負荷試験の診療報酬化
2009年： 「エピペン」®の救命救急士による使用解禁
2011年： 「保育所ガイドライン」発行（厚生労働省）
2011年： 「エピペン」®の保険適用
2013年： 「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」
2015年： 「学校給⾷における⾷物アレルギー対応指針」発行（文部科学省）
2022年： 生活管理指導表（⾷物アレルギー）の保険適用、⾷物経口負荷試験の適用拡大

（「母の会」作成）



患者の視点で、とりわけ取り組みが遅れている分野

〇災害時のアレルギー対応
災害時には、日常取り組めていた課題が集中的に顕在化する。⾷物アレル
ギー患者は避難所などで⾷事の確保に苦労し、絶えず誤⾷のリスクにさらさ
れる。国は対応の指針を示しているが、自治体の取り組みが進んでいるとは
言えない。⾷物アレルギー対応を進めることは、脆弱な立場のすべての「要
配慮者」（災害対策基本法）が過ごせる避難生活に通じる

〇「外食・中食」のアレルギー表示
   レストランなどでの⾷事は、友人との語らいや家族団らんなど、生活を潤す機 
会となる。ところが「外⾷・中⾷」にアレルギー表示のルールがない日本では、
そうした機会も奪われがち、自主的な表示による誤⾷事故も頻発している。
患者は表示のルール作りを求めるが国の対応は鈍い。⾷物アレルギー患者
など⾷に脆弱な立場の人々を取り残さない視点と取り組みが求められる
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・東日本大震災（平成23年）
・関東・東北豪雨（平成27年）
・熊本地震（平成28年）
・平成28年台風10号豪雨災害（岩手県岩泉町）
・九州北部豪雨（平成29年7月）
・平成30年7月豪雨（西日本豪雨）
・北海道胆振東部地震（平成30年9月）
・令和元年東日本台風
・令和2年7月豪雨（熊本）
・熱海土石流災害（令和3年）

「母の会」が活動してきた被災地

東日本大震災から12年

平成23年11月16日 宮城県石巻市



令和元年 東日本台風の被災地（長野市、10月27日）

千曲川が決壊した穂保地区

昭和の森公園

市立豊野西小学校の避難所

市立豊野西小学校の避難所



○子どもが空腹に耐えかね、ボランテイアからもらってアレルゲ
ンとなる食物を食べ、命に係わる重篤な症状を起こした

○周囲の人に「アレルギーが出ても食べないよりはいいのだから
食べさせろ」と言われた

○ある食べ物を「アレルギーがあるので食べられない」と言った
ら、「こんな時に贅沢を言うな」と避難所の担当者に怒られた

○配給の時に「アレルギーがあるので成分表示なども見せて欲し
い」と何度もお願いしたが嫌な顔をされて困った

○がれきの撤去作業や避難所などのホコリが多い環境で喘息が悪
化したことを感染症と間違われ、避難所にいられなくなった

○風呂やシャワーを使う回数が限られる環境でアトピー性皮膚炎
が悪化したことが理解されず「汚い」などと言われた

○アトピー性皮膚炎が伝染すると思われ避難所を出なければなら
なかった

アレルギー患者が困ったこと（東日本大震災）
（「母の会」の現地での聞き取りなどから）



東日本大震災における

アレルギー児の保護者へのアンケ
ート調査（第2報）

山岡明子1) 、渡邊庸平1) 、角田文彦1) 、梅林宏明1) 稲垣徹史1) 、虻川大樹1) 、
近藤直実2) 、園部まり子3) 、長岡徹3) 、三田久美4) 、柳井智和4) 、三浦克志1)

1)宮城県立こども病院総合診療科 2)岐阜大学大学院医学研究科小児病態学
3) NPO法人アレルギーを考える母の会 4)あっぷるんるんくらぶ

第４９回日本小児アレルギー学会 平成２４年９月１５日



誤食した11例の詳細
症
例

年齢 性別 誤食した食品 症状 誤食した時の状況 その後の対応 普段除去している食品

１ 7歳 男 マカダミアクッキー 嘔吐
ボランティアの方からいただいた
表示なしの菓子を摂取した。
（親への確認がなかった）

処方されている緊急時
の内服薬を服用させた

貝類、ﾋﾟｰﾅﾂ、ｱｰﾓﾝﾄﾞ・クルミ・
マカダミアなどのナッツ類

２ 11歳 女 だんご 湿疹 未記入（不明）
市販の抗アレルギー薬

を飲ませた
クルミ

３ 10歳 男
魚介だしのカップメン
（麺のみ）

なし 未記入（不明） 様子をみていた 魚介類

４
7歳

男 さつまあげ なし

親元から離れた当初の避難所にて、ア
レルギーを知っていてくれる大人がいな
く、支給されたさつまあげを1口食べてし
まった。

何もできなかった 鶏卵、ピーナツ

５
7歳

女 もちのタレ 嘔吐
復興に関する祭りで、地方ボランティ

アの方が提供して下さった。タレの内容
物が分からず口にしてしまった。

医療機関を受診した ピーナツ

６
9歳

男 杏仁豆腐 なし
お腹がすいて、一人で食べているとこ

ろを発見。
処方されている緊急時

の内服薬を服用させた
鶏卵、乳製品
（少しは摂取可）

７ 2歳 女 パン なし 未記入（不明） 様子をみていた 鶏卵、乳製品

８ 3歳 女 菓子パン なし 少しだけ食べさせた。 様子をみていた 鶏卵

９
1歳

男 赤いきつね
アナフィラキシ
ー

未記入（不明） 医療機関を受診し入院
鶏卵、乳製品、小麦、その他
（牛肉、鮭）

10
8歳

男 原因不明（卵成分）
眼瞼腫張、蕁麻
疹

未記入（不明）
エピペン®筋注し、医療

機関を受診した

鶏卵、小麦、そば、ピーナツ、
その他（パイナップル缶詰以外
の輸入フルーツ、桃、さば）

11 8歳 男
おでんセット （卵
が入っていた）

喉の違和感、咳 未記入（不明） 医療機関を受診した 鶏卵、乳製品、ピーナツ



第１ 平時における対応
１ 避難所の組織体制と応援体制の整備
（1）-①体制の整備

平常時から市町村の防災関係部局、福祉関係部局及び保健衛生関
係部局が中心となり、関係部局等が協力して、『避難所運営準備会議
（仮称）』を開催し、要介護高齢者、障害児者、妊産婦、乳幼児、アレル
ギー等の慢性疾患を有する者、外国人等（以下「要配慮者」という。）
や在宅者への支援も視野に入れて連携し、災害時の対応や役割分担
などについて決めておくこと

「要配慮者」としてのアレルギー患者支援
アレルギー患者は「要配慮者」

「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」
（平成25年8月、同28年4月改定）に明記

「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」



第１－４ 避難所における備蓄等 
（１） 食料・飲料水の備蓄 
食物アレルギーの避難者にも配慮し、アルファー米等の白米と牛乳アレルギー対応ミルク等を備蓄す
る。必要な方に確実に届けられるよう、要配慮者の利用にも配慮する

第２－７ 食物アレルギーの防止等の食料や食事に関する配慮 
（１） 食事の原材料表示 

食物アレルギーの避難者が食料や食事を安心して食べることができるよう、避難所で提供する食事の原
材料表示を示した包装や食材料を示した献立表を掲示し、避難者が確認できるようにする

（２） 避難者自身によるアレルギーを起こす原因食品の情報提供 
食物アレルギーの避難者の誤食事故の防止に向けた工夫として、（中略）食物アレルギーの対象食料が
示されたビブス、アレルギーサインプレート等を活用する

第２－８衛生・巡回診療・保健
（７）② 生命・身体に配慮を要する避難者への対応  
アトピー性皮膚炎の悪化を避けるための仮設風呂・シャワーを優先的な使用させることや、喘息など
呼吸器疾患の悪化を避けるためのほこりの少ない場所への避難などの配慮がなされることが望ましい

「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」
内閣府（防災担当）平成25年8月、同28年4月改定（抜粋）

発災翌年の平成24年10月、内閣府に「避難所における良好な生活環境の確保に関する検討
会」が設置された。「母の会」代表が委員として報告・提案した内容が盛り込まれた

すべての自治体で「取組指針」の実行を！



○18か所の避難所で、小児アレルギー学会が作成し厚生労働
省が周知した患者支援の「災害パンフ」は掲示されていな
かった。同パンフを知っていた保健師などもいなかった

○被災5市4町の被災者支援部門で「災害パンフ」を知ってい
たのは1市、実際には活用していなかった

○JDA-DAT（日本栄養士会災害支援チーム）が開設した「特
殊栄養食品ステーション」、同ステーションで食物アレル
ギー対応食を配布していることを知っている保健師などは
いなかった

○栄養士の一人は「何が入っているか分からないので、食物
アレルギーの人は避難所で出される食事を食べないように
言ってある」と言っていた

○総務省、内閣府の調査によると、自治体の「アレル
ギー対応食」の備蓄は着実に進んでいるとされる

○西日本豪雨、北海道胆振東部地震（平成30年）の被災地
（被災5市4町）では具体的な取り組みを確認できず

北海道厚真町、厚真中学校の避難所で

「取組指針」から5年、対応は進んでいるのか？



厚生労働科学研究(令和2、３年度)

「大規模災害におけるアレルギー疾患患者
の問題の把握とその解決に向けた研究」

第58回 日本小児アレルギー学会学術大会シンポジウム
大規模災害時におけるアレルギー疾患患者の問題とその対応

行政側から見た問題点とその解決 から

平成23年4月17日 岩⼿県陸前高田市

（当会も研究協力者として参画）



問 避難所で食料や食事（炊き出し、弁当を含む）の提
供を行う際に食物アレルギーを有する避難者に配慮した
準備をしていますか n=323

38%

61%

1%
準備している

準備していない

無回答

＜準備の内容＞
アレルギー対応食の備蓄
原材料表示の資材/使用食品掲示の取り決め
食物アレルギーを表示するカードやビブス
避難所の受付や食料配布時の食物アレルギーの確認

厚生労働科学研究「大規模災害におけるアレルギー疾患患者の問題の把握とその解決に向けた研究」
第58回 日本小児アレルギー学会学術大会シンポジウム 大規模災害時におけるアレルギー疾患患者の問題とその対応
行政側から見た問題点とその解決 2（アレルギー疾患対応の経験）



アレルギー対応食品についての
住民への情報公開

13%

83%

4%
している

していない

無回答

回答対象
172

厚生労働科学研究「大規模災害におけるアレルギー疾患患者の問題の把握とその解決に向けた研究」
第58回 日本小児アレルギー学会学術大会シンポジウム 大規模災害時におけるアレルギー疾患患者の問題とその対応
行政側から見た問題点とその解決 1（アレルギー疾患対応の経験）



患者の視点で、とりわけ取り組みが遅れている分野

〇災害時のアレルギー対応
災害時には、日常取り組めていた課題が集中的に顕在化する。⾷物アレル
ギー患者は避難所などで⾷事の確保に苦労し、絶えず誤⾷のリスクにさらさ
れる。国は対応の指針を示しているが、自治体の取り組みが進んでいるとは
言えない。⾷物アレルギー対応を進めることは、脆弱な立場のすべての「要
配慮者」（災害対策基本法）が過ごせる避難生活に通じる

〇「外食・中食」のアレルギー表示
   レストランなどでの⾷事は、友人との語らいや家族団らんなど、生活を潤す機 
会となる。ところが「外⾷・中⾷」にアレルギー表示のルールがない日本では、
そうした機会も奪われがち、自主的な表示による誤⾷事故も頻発している。
患者は表示のルール作りを求めるが国の対応は鈍い。⾷物アレルギー患者
など⾷に脆弱な立場の人々を取り残さない視点と取り組みが求められる



食物アレルギーに関連する表示の現状

「加工食品の食物アレルギーハンドブック」（消費者庁 令和5年3月）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_210514_01.pdf

外食・中食

加工食品

（数ppm、数μg/g以上）

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/assets/food_labeling_cms204_210514_01.pdf


（中間報告）９ おわりに 
本報告書の内容を踏まえ、消費者庁による⾷物アレルギー患者や事業者に対するアレルゲン情報の提供促進の

ための取組や、外⾷等事業者を所管する農林水産省等の関係省庁の関与のもと作成することが求められる⼿引
書を活用するなどして、外⾷等事業者による誤認のない、適切なアレルゲン情報の提供が促進されること
が期待されるところである。また、企業経営においては、法令の遵守のみならず、社会的な要請に応えることも求
められると考えられるところであり、こうした観点から、外⾷等事業者へのアレルゲン情報の提供の必要性の周知や、
優良な取組事例の紹介などにより、自主的な取組を広げていくといった視点も踏まえる必要があると考えられる。
なお、⾷品表示法において、施行後３年を目途に、施行状況を確認する規定が設けられているところである。本
報告書において取りまとめた外⾷等事業者の取組については、外⾷等事業を対象としていること、外⾷等事業者の
コンプライアンスとの関連を踏まえた、自主的な取組を促していくものであるという点において、⾷品表示法で規定す
る、⾷品の容器包装への義務表示とは対象が異なるものであるが、消費者（⾷物アレルギー患者）への情報提
供という点においては趣旨が共通する部分もあることから、食品表示法の施行状況の調査と同じタイミング
で、外食等事業者の取組状況を確認すべきと考えられる。

「外食等におけるアレルゲン情報の提供の在り方検討会」中間報告
（平成 26年 12 月 、平成 27 年 4 月  一部改定）

原材料に関する情報の提供を基本に、情報の正確性の確保、適切な調理上
等の管理措置、外食等事業者の情報提供のレベルアップ、事業者・従業員
への研修の実施など事業者の自主的な取り組みの下で進めていく（要旨）



「中間報告」から７年
取り組みは進んでいるのか？  調査を実施

〇調査対象：⾷物アレルギー患者本人または保護者
〇調査方法：インターネットを用いた調査 調査期間：令和3年8月～9月

「外⾷等におけるアレルゲン情報の提供の在り方検討会」（平成26年）で委員を
務めた患者会を中心に、⾷物アレルギー患者が外⾷・中⾷に向き合っている現状
を明らかにするWeb調査を行った

【調査を行った8患者会】
NPO法人アレルギーを考える母の会
NPO法人ピアサポートF.A.cafe
大阪狭山⾷物アレルギー・アトピーサークル「Smile・Smile」
NPOアレルギー児を支える全国ネット「アラジーポット」
NPO法人アレルギーの正しい理解をサポートするみんなの会
アレルギーっ子の子育てママ
ひらつか⾷物アレルギーの会
えびなアレルギーサークルデイジー

（監修：昭和大学医学部小児科学講座教授 今井孝成先生）

結果は第22回⾷物アレルギー研究会（令和4年２月）で報告



〇外食・中食における食物アレルギー調査の結果（概要）

有効回答 1141名
平均年齢 12.9±12.8歳
アナフィラキシー既往 772名（67.4%)
エピペンあり 583名（50.9%) 0

200
400
600
800

主要原因食物頻度

173, 15%

311, 27%
424, 37%

237, 21%

外食

月5回以上
月3,4回
月1,2回
月1回以下

88, 8%

199, 17%

563, 49%

235, 21%

60, 5%

中食

日常的

よく

たまに

ほとんどな
し
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●患者の確認ミス 431件
●店舗側のミス 368件

＊口頭で確認したが、回答に誤りがあった
  ＊表示はあったが、内容に誤りがあった

誤食の原因（複数回答）

●店員の理解・教育をしっかりしてほしい 
＊しっかりとアレルギーの知識を持った上で表示をしてほしい
＊シールと違う材料が使われていた。「シールを使い終わるまで使う」と言っていた
＊アレルギーのことを聞かれ迷惑そうな顔をするのはやめてほしい
＊入店拒否や面倒くさいという表情。そんな奴は来るな、と言われてるようでつらい
＊症状が出ても補償しないという同意書にサインを求めるのはやめてほしい

自由記載 97/969
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「表示のルール作り」を消費者庁に要望
（令和3年11月11日）

「入院を要するような重症症例が発生し続けていることは、

この間の取り組みが不十分であることを表しており、患者

として到底、看過できない（中略）実効性ある表示ルール

作りに早急に取り組むよう要望する」

伊藤明子消費者庁長官（右から4人目）に要望を行った（11月11日）



対応は規模の大きいチェーン

店などの事業者から始める、

コンタミ（混入）までの対応

は求めないなど対応可能な

ルールを、消費者庁が早急に

作ることが求められる

今できなければ、学校と同様

に死亡事故が起きて、初めて

本格的に動き出すことになる

のではと危惧される

患者の要望 消費者庁の対応

自主的な対応

を促すパンフ

発行（令和5年

３月）にとどまる

（従来の方針の延長）（対応可能なルール作り）



遅れている災害時の食物アレルギー対応や「外食・中食」の

表示ルール作りは、個別の施策としてだけでなく、「食」に

脆弱な立場の人を取り残さない視点を持つことで、多くの人

の理解を得て広がり、進展することが期待されます

避難所に置かれたお弁当。⼿に取らなくても
原材料が分かるように書き出し掲示したことで、
⾷物アレルギー患者も⾷べられるか、周囲を
気にせず判断できた（令和元年10月27日、
長野市北部スポーツレクリエーションセンター）

取り組みへの期待（まとめ）

災害時、ほんの少しの配慮で



NPO法人アレルギーを考える母の会
相談窓口(無料)

毎月第４火曜10時~12時 かながわ県民センター15F
相談専用携帯 090-3220-4425（24時間対応）

ホームページ：hahanokai.org 
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